
食育の推進に関する政策の脈絡図（未定稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 農林漁業体験を経験した国民の割合の増加

（30％以上） 

(2) 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」

の回数の増加（朝食＋夕食＝週平均 10 回以上） 

(3) 朝食を欠食する国民の割合の減少（子ども

０％、20 歳代～30 歳代男性 15％以下） 

(5) 栄養バランス等に配慮した食生活を送って

いる国民の割合の増加（60％以上） 

(6) 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロー

ム）の予防や改善のための適切な食事、運動等

を継続的に実践している国民の割合の増加

（50％以上） 

(1) 食育に関心を持っている国民の割合の増加

（90％以上） 

(8) 食育の推進に関わるボランティアの数の増

加（37 万人以上）

(10) 食品の安全性に関する基礎的な知識を持っ

ている国民の割合の増加（90％以上） 

(11) 推進計画を作成・実施している市町村の割

合の増加（100％） 

(7) よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に

関心のある国民の割合の増加（80％以上） 

(4) 学校給食における地場産物を使用する割合

の増加（30％以上） 
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＜基本理念＞ 
（食育基本法 
第２条～第８条） 
 
① 国民の心身
の健康の増進
と豊かな人間
形成（第２条） 

 
② 食に関する
感謝の念と理
解（第３条） 

 
③ 食育推進運
動の展開（第
４条） 

 
④ 子どもの食
育における保
護者、教育関
係者等の役割
（第５条） 

 
⑤ 食に関する
体験活動と食
育推進活動の
実践（第６条） 

 
⑥ 伝統的な食
文化、環境と
調和した生産
等への配意及
び農山漁村の
活性化と食料
自給率の向上
への貢献（第
７条） 

 
⑦ 食品の安全
性の確保等に
おける食育の

役割（第８条） 

食育推進基本計画等の作成（第 16 条～第 18 条） 

① 食育推進会議による食育推進基本計画の作成義務（第 16 条） 

② 都道府県による都道府県食育推進計画の作成努力義務（第 17 条） 

③ 市町村による市町村食育推進計画の作成努力義務（第 18 条） 

７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、 

研究、情報の提供及び国際交流の推進 

 ・【消】食品の安全に関するリスクコミュニケーション 

６．食文化の継承のための活動への支援等 

・【文】学校給食における地場産物の活用促進事業 

１．家庭における食育の推進 

・【内】食育ガイドの活用促進 

・【文】子供の生活習慣づくり支援事業（「早寝早起 

き朝ごはん」国民運動等） 

・【厚】妊産婦のための食生活指針の活用促進 

５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれ 

た農林漁業の活性化等 

 ・【総・文・農】子ども農山漁村交流プロジェクト 

 ・【農】消費・安全対策交付金（教育ファームの推進等） 

３．地域における食育の推進 

 ・【厚・農】食事バランスガイドの活用促進 

 ・【厚】糖尿病予防戦略事業 

 ・【厚】8020 運動推進特別事業 

２．学校、保育所等における食育の推進 

・【文】食生活学習教材の作成・配布 

・【厚】保育所における食事の提供ガイドライン等の 

活用促進 

４．食育推進運動の展開 

 ・【内】食育推進全国大会の開催 

・【内】食育推進ボランティア表彰 

 ・【内】市町村食育推進計画の策定促進（通知の発出） 
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＜関係者の責務＞（第９条～第 15 条） 
・ 国（施策の総合的かつ計画的な策定等）（第９条） 
・ 地方公共団体（区域の特性を生かした自主的な施策の策定等）（第 10 条） 
・ 教育関係者等及び農林漁業者等（食育の推進に関する活動への協力等）（第 11 条）
・ 食費関連事業者等（食育の推進の実施等）（第 12 条） 
・ 国民（生涯にわたる健全な食生活の実現等）（第 13 条） 
・ 政府（施策実施のための措置（第 14 条）、施策の国会報告（第 15 条） 

資料２－４ 

（注）矢印は、第２次食育推進基本計画等において整理されているものではなく、当局が関係府

省庁へ事前ヒアリングを行い、これに基づいて関連付けたものである。 

第２次食育推進基本計画における数値目標 第２次食育推進基本計画に基づく各種施策に関連する

事務事業 

（注）１から７の各項目の各事務事業は、当局が実施した
関係府省庁への事前ヒアリングにより把握し、右枠の
数値目標に関連するものの代表例として記載したも
のである（食育関連事務事業は全部で約 100）。 
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